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【同一入札への参加が制限される事例】 
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【凡例】 
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【人的関係の基準】 
 

 

 

 

 

 

 

 

※ 「取締役」には、非常 勤取締役も含みます。  

※ 「監査役」、「執行役員」等は該当しません。 
 

 

 

 

 

特定関係にある資格者同士の 

入札参加に関する概念図 

Ａ 社 Ｄ 社 

Ｃ 社 Ｂ 社 

①親子関係 

②親会社が同じ子会社 

基準 
①親会社と子会社 
②親会社を同じくする子会社 
③取締役等の兼任 

③取締役等の兼任 
 

資本関係の繋がりあり 取締役等の兼任あり 同一入札への参加が制限される場合 

① 会 社の 代表 権を有 する取 締役 （ 代表取締役） 

② 取 締役 （ 社外取締役及び指名委員会等設置会社の取締役を除く。） 

③  会社更生法第６ ７ 条第１ 項又は民事再生法第６ ４ 条第２ 項の規定により選任された管財人  

④ 指名委員会等設置会社における執行役又は代表執行役  
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７：Ａ社が議決権の40％以上を所有し、Ａ社の取締役等が 
Ｂ社の取締役会の総数の過半数を占めている場合 

【親会社・子会社の考え方(例)】 
○Ａ社からみた場合に子会社とされるＢ社 

１：直接過半数の議決権を所有して
いる場合 

４：Ａ社とその代表取締役ａが 
合わせてＢ社の議決権の過半数を
所有している場合 

６：Ａ社が議決権の40％以上を所有
し、①Ｂ社の重要な財務及び事業
の方針の決定を支配する契約を結
んでいる場合、もしくは、②Ｂ社
の資金調達額の総額に対するＡ社
が行う融資の額の割合が50％以上
の場合 

２：Ａ社とその子会社Ｃ社が 
合わせてＢ社の議決権の過半数を 
所有している場合 

３：Ａ社の子会社Ｃが 
Ｂ社の議決権の過半数を所
有している場合 

５：Ａ社と緊密な関係にあるＣ社が合わせてＢ社議決権の 
 過半数を所有している場合 

Ａ 社 

Ｂ 社 

議決権
50％超 

Ａ 社 

Ｂ 社 

子会社Ｃ社 議決権
40％超 議決権40％ 

Ｃ 社 

Ｂ 社 

Ａ 社 

議決権50％超 

議決権50％超 

Ａ 社 

Ｂ 社 

議決権
30％超 

代表取締役ａ 

議決権
20％ 

Ａ 社 

Ｂ 社 

議決権
40％ 

Ｃ 社 

議決権
20％ 

緊密な関係とは… 
人事、資金、技術、取引等にお

いて緊密な関係があることによ
り、Ａ社と同一の内容の議決権を
行使すると認められる者、又は、
Ａ社の意思と同一の内容の議決権
を行使することに同意している者 

Ａ 社 

Ｂ 社 

議決権
40％ 

重要な財務及び 
事業の方針の決定
を支配する契約 

Ａ 社 

Ｂ 社 

議決権
40％ 

Ｂ社の資金調達額の
総額に対するＡ社が
行う融資の額の割合
が50％以上 

Ａ 社 

議決権
40％ 

取締役ａ 取締役ｂ 取締役ｃ 取締役ｄ 

Ｂ 社 取締役ｅ 取締役ｂ 取締役ｃ 取締役ｄ 

Ｂ社の取締役ｂ・ｃ・ｄ＝Ａ社の役員 
自己の役員／総数＝3／4＞50％ 

※Ａ社の元役員がＢ社の取締役会の過半数を占めてい
る場合を含む 

 

Ａ 社 
取締役ａ 取締役ｆ 取締役ｇ 取締役ｈ 

Ｂ 社 取締役ｅ 取締役ｂ 取締役ｃ 取締役ｄ 

取締役ｂ 取締役ｃ 取締役ｄ 

議決権
40％ 

Ｂ社の取締役ｂ・ｃ・ｄ＝Ａ社の元役員 
自己の役員／総数＝3／4＞50％ 
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【共同企業体】 

○特定関係にある資格者同士のＪＶにおける取扱い

 

釧路ＪＶ 丹頂ＪＶ 

代表者 

構成員 

代表者 

構成員 

制限あり 

制限あり 

制限なし 
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は認められますか。 

問５  親会社を同じくする子会社同士の入札制限について、建設業許可を持たない会社を親会社とする子

会社同士も制限の対象となるのはなぜですか。 

問６  親会社と子会社の子会社（ 孫会社） との同一入札への参加は制限されるのですか。 
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問１１ 指名委員会等設置会社の執行役は制限の対象となるのですか。 

問１２ 取締役が、他社の社外取締役を兼任している場合は制限の対象となるのですか。 

問１３ 取締役が、他社の執行役員を兼任している場合は制限の対象となるのですか。 

問１４ 取締役が、他社の監査役を兼任している場合は制限の対象となるのですか。 

問１５ 人的関係について更生会社等は制限の対象となるのですか。 

問１６ 会計参与は制限の対象となるのですか。 

問１７ 共同企業体についての取扱いは、結成方法などにより異なりますか。 

問１８ 特定関係がある会社同士が共同企業体を結成することは可能ですか。 

問１９ Ａ 社とＢ 社が親子会社の関係にあり、Ａ 社が共同企業体の代表者で、Ｂ 社が別の共同企業体

の構成員の場合は同一入札への参加は制限されるのですか。 

問２０ 入札に参加するにあたり、特定関係があると判断され同一工事への入札参加が制限される期間

はいつからいつまでですか。 
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 問１ 本取扱いを出した経緯は何ですか。                          

答 次の ２ つ が背 景 とな ってお りま す 。 

（ １ ） 入札の公平性の確保 

親 会 社と 子 会社 の関 係に あ る者 同 士や 親会 社を 同 じく す る子 会社 同士 は 、支 配 ・従 属関

係 に 基づ き 一体 性が あり 、 事実 上 同一 社と 同等 に みな さ れ、 同一 入札 に 参加 す るこ とは 他

の 入 札参 加 者と の関 係に お いて 公 平性 が確 保で き ない こ とか ら制 限す るものです。  

ま た 、総 合 評価 方式 を採 用 した 場 合に 、親 会社 は 高度 な 技術 提案 を、 子 会社 は 価格 を重

視 し た提 案 を行 い、 二社 で 連携 し た複 数の 種類 の 入札 が 可能 であ り、 他 の参 加者と比べて

有利となる可能性があるためです。  

（ ２ ） 談合の未然防止 

持 株 会社 の 下に 重複 する 業 務を 営 む複 数の 子会 社 が属 す る形 態は 、複 数 の事 業 子会 社が

同 一 の入 札 に参 加す るこ と によ っ て談 合等 の問 題 が生 じ る可 能性 が高 い た め、談合等の未

然防止の観点か ら制限 を加えるもので す。  

 
 問２ 取扱い記２ における「基準」はどのような考え方に基づいて設定されていますか。   

答  今回の通達では、  資本関係又は人的関係（ 以下「 特定関係」 という。） がある会社同 士  

の 同 一 入 札 へ の 参 加 を 制 限 す る も の で す 。 特 定 関 係 が あ る こ と に よ り 支 配 関 係等 が ある

ものとして、最低限の基準を設定しています。  

 
 問３ 資本関係がある会社同士の同一入札への参加制限をする理由は何ですか。      

答 親 会 社 と は 、 ① 株 式 会 社 を子 会 社と す る会 社、 ② その 他 の当 該 株式 会 社 の 財 務 及 び

事 業方針 を決 定 する 等経 営を支 配し て いる 法人 の こと をいい ます 。 

子会社とは、① 会社がその総株主の議決権の過半数を有する株式会社、② その他の当該会社が

財務及び事業の方針を決定する等その経営を支配されている法人のことを  いいます。 

親 会 社 と 子 会 社 は 、 支 配 ・ 従 属 関 係 に 基 づ き 一 体 性 が あ り 、 事 実 上 一 社 と 同 等 に み な

す こ と が で き ま す 。 ま た 、 子 会 社 同 士 で あ っ て も 、 親 会 社 を 含 め て 全 体 で 一 社 と 同 等 に

みなすことができます。  

こ れ ら の 会 社 間 で は 当 然 十 分 に 意 志 疎 通 が 図 ら れ る も の で あ る こ と か ら 、 談 合 の 未

然 防 止 及 び 他 の 入 札 参 加 者 と の 公 平 性 の 確 保 の 観 点 か ら 、 入 札 参 加 を 制 限 す る も ので

す。  
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 問４ ( 1)親会社・子会社の関係にある会社同士や (2) 親会社を同じくする子会社同士 

   の入札参加は認められますか。                               

答 （１）親 会 社 は 、 実 質 的 に 子 会 社 の 経 営 を 支 配 し て い る た め 、 同 一 工 事 へ の 入 札 参

加 は 認め られま せん 。 

（２）親会社を同じくする子会社同士も同じ親会社に経営が支配されているため親子会社の関

係と同様、 同一企業と見なされることから、 同一工事への入札参加は認められません。 

 
 問５ 親会社を同じくする子会社同士の入札制限について、建設業許可を持たない  

   会社を親会社とする子会社同士も制限の対象となるのはなぜですか。              

答 親 会 社 が 建 設 業 許 可 を 持 っ て い な く と も、 親 会 社 を 同 じ く す る 子 会 社 同 士 が 建 設 業許 可

を 持 って いる場 合は 、特 定 関係 者同士 とし て 入 札 が 制限 され るた め で す 。 

 
問６ 親会社と子会社の子会社（ 孫会社） との同一入札への参加は制限されるのです 

   か。                                          

答 本 通 達 で は 、 子 会 社 の 基 準 と し て 「（ 会 社 法 （ 平 成 17 年 法 律 第 86号 ） 第 ２ 条 第 ３号

の規定による子会社をいう。以下同じ。）」と定めています。  

これ は 親 会 社 及 び 子 会 社 、 ま た は 、 子 会 社 が 、 他 の 会 社 の 経 営 を 実 質 的 に 支 配 し て

い る と き に 、 当 該 他 の 会 社 も 親 会 社 の 子 会 社 と み な す と の 規 定 で あ り 、 子 会 社 の 子

会 社 、 い わ ゆ る 孫 会 社 に つ い て も 当 該 子 会 社 が 親 会 社 の 完 全 子 会 社 で あ る 場 合 等 、

親 会 社 に 経 営 を 支 配 さ れ て い る 状 態 の 場 合 、 親 会 社 は 孫 会 社 に 対 し て も 経 営 を 支 配

で き る た め 、 広 義 の 意 味 で 子 会 社 で あ る と い え 、 孫 会 社 を 子 会 社 と 同 一 に み な し て

い ま す 。  

し た が っ て 、 孫 会 社 同 士 も 同 一 入 札 へ の 参 加 が 制 限 さ れ る こ と に な り ま す 。 ま た 、

通 達 の ２ （ １ ） イ 「 親 会 社 を 同 じ く す る 子 会 社 同 士 の 関 係 に あ る 場 合 」 に つ い て も 、

同 様 の 考 え 方 に よ り 、 孫 会 社 同 士 の 同 一 入 札 へ の 参 加 も 制 限 さ れ ま す 。  

 
 問７ 更生会社や再生手続が存続中の会社を適用除外とする理由は何ですか。       

答 更 生 会 社 や 再 生 手 続 が 存 続 中 の 会 社 （ 以 下 「 更 生 会 社 等 」 と い う 。） は 、 財 産 の処

分 等 一定 の 行為 につ いて 、 裁判 所 の許 可が 必要 と され て おり 、他 の会 社 から 株 主   総会等

の意思決定機関を支配されているとはいえないためです。  

 
 問８ 人的関係がある会社同士の同一入札への参加を制限する理由は何ですか。       

答 同 一 人 物 が 二 社 の 経 営 権等 に 関与 し てい る こ と か ら 、 二 社 が 入札 しよ う とす る 価 

格を決定し又は知り、影響力を行使しうる立場にあるためです。 
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 問９ 代表権を有しない取締役を兼任している場合も制限する理由は何ですか。      

答 代 表 権 の有 無 に よ ら ず 、取 締 役を 兼 務し て い る 場 合 は 、 当 該 業務 に係 る 二社 が入  

札 し よう と する 価格 を決 定 し又 は 知り 、影 響力 を 行使 し 得る 立場 にあ る ため で す。 

 

 問１ ０ 制限の対象となる取締役とはどのような役職をいうのでしょうか。         

答 社 外取 締 役を 除 く 取 締役 、代 表 取締 役 をい いま す 。 

なお、指名委員会等設置会社（ 会社法第２ 条第１ 項第１ ２ 号）の「取締役」は、会社の業務

を執行することができないので、制限の対象となりません。 

 
  問１ １ 指名委員会等設置会社の執行役は制限の対象となるのですか。          

答 指名委員会等設置会社の「執行役」は、取締役会の決議により委任を受けた事項に限って決

議権を有し、会社の業務を執行することができるため、取締役に準じて制限の対象となります。

執行役を兼ねる取締役も制限の対象となります。 

   
   問１ ２ 取締役が、他社の社外取締役を兼任している場合は制限の対象となるのですか｡ 

答 社 外 取 締 役 は 、 業 務 執 行 機 関 に 対 す る 監督 機 能 強 化 の た め に 置 く 役 員 で 、 そ の会社の  

業 務 を 執 行 す る 立 場 に な い こ と か ら 、 同 一 工 事 へ の 入 札 参 加 は 可 能で す 。 

 
  問１３ 取締役が、他社の執行役員を兼任している場合は制限の対象となるのですか。    

答 執行責任を負う者として、取締役を兼ねない「執行役員」を置いている会社がありますが、

執行役員は法制度上の位置付けはなく、取締役ではないため、同一工事への入札参加は可能です。

なお、「執行役員」と指名委員会等設置会社の「執行役」とは異なります。 

 
  問１ ４ 取締役が、他社の監査役を兼任している場合は制限の対象となるのですか。   

答 監 査役 とは、取締役の職務の執行を監査するとともに、取締役等に 対し 営 業の 報 告  

を 求 め、 又 は会 社の 業務 及 び財 産 の状 況を 調査 する こと とさ れており （ 会社法第３ ８ １ 

条１ 項、２ 項）、あく まで 監 査権 ・ 調査 権を 有す る もの で 、取 締役 のよ う に会 社 の業 務を

執 行 する ものではありません。（ 会社法第３ ４ ８ 条第１ 項） 

したがって、人的関係基準の「取締役」は「監査役」と性質の異なるものであり、監査役と監

査役の兼任はもとより、取締役と監査役の兼任の場合であっても、  本通知による入札参加制限の対

象とはなりません。 
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  問１ ５ 人的関係について更生会社等は制限の対象となるのですか。          

答 同 一 人 物 が 二 社 の 取 締 役 を 兼 務 し て い る場 合 は 、 当 該 二 社 は 人 的 関 係 が あ る と さ  

れ 、同 一 入札 へ の 参 加が 制限 さ れま す 。 

し か しな が ら例 外と して 、 この よ うな 場合 に、 ど ちら か 一社 が更 生会 社 等で あ れば、

二社とも同一入札に参加することができます。  

これは、更生会社の取締役は経営権を有していないこと、再生手続が存続中の会社の取締役

は、業務遂行権を有してはいるものの、もう一社の業務にも携わることは想定しにくいことか

ら、二社とも入札に参加することを可能としています。 

な お 、同 一 人物 が、 ある 会 社の 取 締役 と更 生会 社 等の 管 財人 を兼 務し て いる 場 合は 、

管 財 人は 事 業の 経営 権等 を 有し て いる こと から 、 同一 入 札へ の参 加が 制 限さ れます。  

 
 

 問１ ６ 会計参与は制限の対象となるのですか。                     

答    会計参与は、取締役と共同して計算書類等を作成することになります（会社法第３ ７ ４ 

条第１項）が、監査役と同様に会社の業務を執行する者ではないため、制限の対象とはなり

ません。 
 

 問１ ７ 共同企業体についての取扱いは、結成方法などにより異なりますか。     

答 本 取扱 は、共 同企 業 体の 結成 方 法な ど によ り異 な るも の で は あり ませ ん 。 

 
   問１ ８ 特定関係がある会社同士が共同企業体を結成することは可能ですか。      

答 特 定 関 係 が あ る 会 社 同 士 の 共 同 企 業 体 の結 成 及 び そ の 共 同 企 業 体 の 入 札 参 加 に  つ

い ては 、 制限 は あ り ませ ん。 
 

   問１ ９ Ａ 社とＢ 社が親子会社の関係にあり、Ａ 社が共同企業体の代表者で、Ｂ 社が 

    別の共同企業体の構成員の場合は同一入札への参加は制限されるのですか。         

答 共同企業体の代表者は、実質的な入札価格の決定権を持つことから、特定関係がある会社 

同士が、互いに別の共同企業体の代表者である場合や、一方がある共同企業体の代表者で他方が

別の共同企業体の代表者以外の構成員である場合は、どちらかの共同企業体は、同一入札へ参

加できません。 

特 定 関 係 に あ る 会 社 が 互 い に 別 の 共 同 企 業 体 の 代 表 者 以 外 の 構 成 員 同 士 で あ れ ば、

両方の共同企業体は同一入札に参加することができます。  

質問のケースはＡ 社が共同企業体の代表者であるため、Ａ 社、Ｂ 社を構成員とする両共

同企業体は同一工事への入札参加はできません。 
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   問２０ 入札に参加するにあたり、特定関係があると判断され同一工事への入札参加が制限され 

    る期間はいつからいつまでですか。                           

答  特 定 関 係 の あ る 会 社 同士 の 意 思 疎 通 は 、 開 札 日 等 の 特 定 の 日 だ け な く 入 札 手 続

の 開 始時 から入 札書 の提 出 時点 までの いず れ の 時 点 でも 起こ りえ る も の で す。こ

の た め、 入 札の 公告 時点 か ら入 札 書の 提出 時点 ま での 間 に、 基準 に該 当 した 会社

は、すべて対象となります。  


